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令和３年度 第１回 相談支援部会 説明資料 

本説明資料に沿って各資料をご確認いただき、「回答書」に記載のうえ、

ご提出をお願いいたします。（できるだけメールでご回答いただけると幸い

です。） 

ご意見の有無にかかわらず、９月 21 日（火）までにご提出くださいます

ようご協力お願いいたします。 

なお、記入された意見については、発言者名を除いて、議事録として掲載

されますので、あらかじめご了承願います。 

 

以下、各資料の説明です。 

----------------------------------------------------------------------- 

１．第８期相談支援部会の開催に当たって 

〔資料１〕第８期相談支援部会の活動計画 

〔資料２〕第８期相談支援部会委員名簿 

 

○部会の設置目的、第８期協議事項、スケジュール、委員名簿等をお示しし

ます。 

○「資料２ 第８期相談支援部会委員名簿」について、地域生活支援拠点の

整備についての多様な意見交換や、関係事業所の連携強化など、部会の活

性化を図るため、今期は１つの相談支援事業所と、板橋区発達障がい者支

援センターを委員として新たに加えております。 

---------------------------------------------------------------------------- 

２．報告事項 

（１）基幹相談支援事業所からの連絡会実施状況等の報告について 

〔資料３〕令和３年度 各連絡会実施状況 

〔資料４〕令和３年度 基幹相談支援センター事業の業務内容と実績（令和

３年７月末集計）  

 

○基幹相談支援センター（板橋区立障がい者福祉センター）による各連絡会

の実施状況を報告いたします。 
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○あわせて、基幹相談支援センター事業の業務内容と実績、またネットワー

ク会議等への参加実績を報告いたします。 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム検討状況について 

〔資料５〕精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム検討状況について 

 

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムは、精神障がい者が地域の

一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、①医療、②障がい

福祉・介護、③住まい、④地域の助け合い・教育（普及啓発）、⑤社会参

加（就労）、⑥保健・予防の各分野の地域資源が包括的に確保されたシス

テムです。 

○このシステムの構築に向けて、保健・福祉・医療実務に携わる関係者が集

まる検討会を本年５月に書面会議で実施しました。検討会は２ヶ月に１回

の頻度で、年に６回程度の開催を予定しております。 

○資料５の４ページから、医療分野、また障がい福祉・介護分野のグループ

ワーキングにおいて出された意見をご報告いたします。 

---------------------------------------------------------------------------- 

３．協議事項 

（１）セルフプランに関する協議について 

〔資料６-１〕セルフプランに関する協議について 

〔資料６-２〕板橋区の障害者総合支援法分と児童福祉法分のサービス等利

用計画作成済件数とセルフプラン率等（令和２年度第２回相

談支援部会資料） 

〔資料６-3〕板橋区における障がいサービス受給者数及び計画相談実績に

ついて（H30.3～R３.3） 

〔資料６-4〕板橋区におけるセルフプラン率のグラフ（H30.3～R３.3） 

 

○ 令和２年度の相談支援部会における検証・検討の結果、サービス等利用計

画のセルフプラン率が高く、特に障がい児の計画相談が十分ではない等

の課題があがりました。 

○今年度の相談支援部会において、改めてセルフプランの課題について共有
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し、「資料６-１ ５ 今後の具体的取組（２）」のサービス等利用計画の

有用性の周知活動を行うにあたっての具体策や、高い波及効果が見込める

その他の案がございましたら、回答書へ意見をご記入ください。 

 

（２）地域生活支援拠点等の整備における緊急時の受入体制について 

〔資料７〕地域生活支援拠点等の整備における緊急時の受入体制について 

 

○相談支援部会では、地域生活支援拠点の整備に向けて、「緊急時の支援が

見込めない障がい者」に対する相談支援などについて検討を重ねていきた

いと考えております。 

 

○つきましては、「資料７ 地域生活支援拠点の整備における「相談機能の

充実」について」の２ページ目の質問事項①と②について、回答書へご意

見のご記入お願いします。 

---------------------------------------------------------------------------- 

４．その他 

（１）相談支援部会において周知・共有したい取組や普及啓発していきたい

取組について 

○相談支援部会において、周知もしくは共有したい取組がございましたら、

回答書へご記入ください。 

○また、相談支援部会のみならず、皆様の団体や関係機関等において、普及

啓発していきたい取組がございましたら、回答書へご記入ください。 

○記入いただいたご意見は、部会の活動として検討を図ってまいります。 

 

（２）障がい当事者部会の部会員へ聞きたい内容について 

○相談支援に関することで、障がい当事者部会の部会員に伺いたいことがご

ざいましたら回答書へご記入ください。 

○記入いただいたご質問は、当事者部会での議題として取り扱い、協議結果

を第２回以降の部会において報告いたします。 

----------------------------------------------------------------------- 
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■最後に 

○繰り返しになりますが、今回いただいた意見については、発言者名を除い

て議事録として掲載されますので、あらかじめご了承願います。 

なお、「４．その他」については、関係機関からの周知事項となりますので、

発言機関名についても掲載いたします。 

○書面による会議の開催にあたり、何かご不明な点がございましたら、お

気軽に担当までご連絡ください。 

 

【担 当】 

板橋区 福祉部 障がい政策課 自立支援係  畑・佐藤 

電 話：０３－３５７９－２０８９ 

ファクス：０３－３５７９－４１５９ 

メール：f-jiritsu@city.itabashi.tokyo.jp 


